
 
 
 
   （参考様式６） 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
2025.1 

事業所又は施設名  八丈・博文館  

申請するサービス種類  （介護予防）福祉用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売 

   
措 置 の 概 要 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 
 
  利用者からの相談または苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の措置は、基本的な事項に 
 ついては誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。 
    （電話番号） ０４９９６－２－７１６７ （FAX）０４９９６－２－７１６８ 
    （担当者） 専門相談員 沖山 慎吾 （ または 廣江 しのぶ ） 
 
  総合窓口 株式会社ロングライフ 水戸本社 
    （電話番号） ０２９－２５７－２３４５  （FAX）０２９－２５７－２５６７ 
     
 
 
２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 
 
 苦情があった場合は、直ちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を聞

くと共に、担当者からも事情を確認する。 
 サービス提供責任者が必要であると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行う。（検討会議をしな

い場合でも、必ず責任者まで処理結果を報告する。） 
検討の結果必ず翌日までに具体的な対応をする。（利用者に謝罪に行くなど） 
記録を台帳、または連絡受付簿を作成・保管し、再発を防ぐために役立てる。 

 
 
 
３ 外部の苦情相談窓口 
  事業所で解決できない苦情については次の公的機関に申立てをする事ができる。 
（１）市町村（通常の事業の実施地域の市町村） 
 ・八丈町役場 福祉健康課 高齢福祉係 

   所在地 東京都八丈島八丈町大賀郷2551 番地2 

   連絡先 ０４９９６-２-５６７０  

    
 
（２）東京都国民健康保険団体連合会  苦情相談室 
 所在地 東京都千代田区飯田橋３-５-１ 東京区政会館１１階 
 開設時間 平日（月曜日から金曜日）の９：００～１７：００ 

  電話 ０３-６２３８-０１７７  
 
４ その他参考事項 
  日報、朝礼等で、再発防止のための対応策を常に考える。 
  メーカーなどと迅速に連携し、すばやく対応する。 
 
 

  備考 上の事項は例示であり、これにかかわらず苦情処理に係る対応方針を具体的に記してください。 


